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平成１７年施行の「次世代育成支援対策推進法」も改正を重ねて、現在は従業員 101 人以上の企業に策定・届

出と公表・周知が義務付けられている「一般事業主行動計画」も、２度目以降の改定・更新を行う企業が増えて

います。 

それでも、くるみん認定の要件の１つである男性の育児休業取得率は今だ５％程度で伸び悩んでいます。今回

も前回に引き続き、「イクメン企業アワード 2018受賞企業の取組事例集」と「イクボスアワード 2018受賞者に聞

く！インタビュー集」の中から、主に男性の育児休業取得についてご紹介してまいります。 

 

 男性の育児休業 

 男性の育児休業取得を促進するため、「風土作り」「組織作り」として次のような促進策を挙げています。 

 

 

 



 

 

 

 さらに、男性の育児休業取得を促進することによって、次のような効果が期待されるとしています。 

 

 

 

＜個別相談の実施＞ 

次世代法に関する「行動計画の策定・届出」「行動計画の更新」「認定・認証の取得」などについて、ご要望

をいただければ、次世代育成支援対策推進員（特定社会保険労務士）がお伺いして個別相談にお応えいたします。

お気軽にご連絡ください。                   神奈川県経営者協会 TEL 045-671-7060 


